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一　

は
じ
め
に

│
共
同
調
査
の
経
緯

　

台
湾
南
部
の
都
市
台
南
は
、
鄭
成
功
の
承
天
府
が
置
か
れ
、
清
朝
統
治
下
で

も
長
ら
く
台
湾
全
島
を
管
轄
す
る
行
政
府
の
所
在
地
だ
っ
た
。「
府
城
」
と
言

え
ば
今
で
も
台
南
の
こ
と
を
指
す
。
一
九
二
〇
年
夏
、
台
湾
に
三
ヶ
月
余
り
滞

在
し
た
佐
藤
春
夫
は
、
こ
の
街
を
訪
れ
て
小
説
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
構
想
を
得

た
。
漢
詩
人
「
世
外
民
」
の
案
内
で
台
南
外
港
の
安
平
を
歴
史
散
策
し
た
帰
り

に
、
市
街
西
郊
の
「
禿
頭
港
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
運
河
地
帯
の
「
廃
屋
」
に
迷

い
込
み
、
不
可
解
な
女
の
声
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
物
語
で
あ

る
。
結
末
に
婢
女
の
哀
切
な
死
を
配
し
、
台
湾
植
民
史
に
対
す
る
理
解
の
深
さ

と
、
固
陋
な
身
分
制
度
に
対
す
る
静
か
な
問
題
提
起
を
含
む
本
作
は
、
台
湾
で

も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

　

一
見
異
国
情
調
あ
ふ
れ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
見
え
な
が
ら
、
現
実
の
台
湾
に

は
っ
き
り
し
た
根
拠
を
持
つ
こ
の
作
品
の
特
質
は
、
舞
台
設
定
の
面
に
つ
い
て

も
言
え
る
。
例
え
ば
「
私
」
が
「
世
外
民
」
と
よ
く
訪
れ
た
と
い
う
酒
楼
の

「
酔
仙
閣
」
は
、
台
南
城
外
の
永
楽
町
三
丁
目
（
旧
外
宮
後
街
・
現
宮
後
街
）

に
実
在
し
た
台
湾
料
理
の
名
店
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
）
1
（

。
こ
の
外
宮
後

街
を
含
む
城
外
一
帯
こ
そ
、
約
一
里
西
方
の
安
平
か
ら
は
る
ば
る
引
き
込
ん
だ

運
河
が
五
本
（
五
条
港
）
に
分
岐
し
て
流
れ
る
「
大
西
門
外
」
で
あ
り
、「
禿

頭
港
」
は
こ
の
五
条
港
の
う
ち
仏
頭
港
の
古
名
で
あ
る
。「
女
誡
扇
綺
譚
」
は
、

安
平
と
「
大
西
門
外
」
の
運
河
地
帯
を
舞
台
と
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。

　

台
湾
に
関
し
て
数
多
く
の
紀
行
文
を
残
し
て
い
る
春
夫
が
、
な
ぜ
台
南
訪
問

記
を
書
か
な
か
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
に
は
、

現
実
に
街
を
歩
い
た
者
の
実
感
に
じ
か
に
訴
え
か
け
る
描
写
が
随
所
に
あ
り
、

戦
前
の
台
南
在
住
の
文
芸
愛
好
家
の
中
に
熱
心
な
探
求
者
の
一
群
を
生
み
出
し

て
行
っ
た
。
台
南
一
中
教
師
の
前
嶋
信
次
（
イ
ス
ラ
ム
学
者
）
と
そ
の
教
え
子

の
上
原
和
（
美
術
史
家
）、
台
南
二
高
女
教
師
の
新
垣
宏
一
（
作
家
・
近
代
文

学
研
究
者
）
と
、
台
南
二
中
生
で
後
に
駿
河
台
の
文
化
学
院
に
進
ん
だ
楊
熾
昌

（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
・
筆
名
は
水
蔭
萍
）
な
ど
で
あ
る
。
中
で
も
『
台
湾
日
報
』

紙
上
に
三
度
連
載
を
持
っ
た
新
垣
宏
一
の
調
査
は
、
モ
デ
ル
研
究
と
し
て
徹
底

し
た
も
の
で
、
一
九
四
〇
年
前
後
に
台
湾
に
残
っ
て
い
た
関
係
者
へ
の
取
材
か

ら
、
春
夫
の
台
湾
で
の
生
活
に
つ
い
て
数
多
く
の
新
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
。

「
廃
屋
」
の
特
定
は
そ
の
白
眉
と
言
え
る
。

　

さ
て
、
新
垣
の
調
査
か
ら
七
〇
年
以
上
を
経
た
二
〇
一
一
年
二
月
、
河
野
龍

「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
廃
屋

│
台
南
土
地
資
料
か
ら
の
再
検
討
│

河

野

龍

也

蔡

維

鋼
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也
は
安
平
出
身
で
当
時
成
蹊
大
学
博
士
課
程
在
学
中
の
蔡
維
鋼
の
同
行
を
得
て
、

新
垣
が
示
し
た
「
廃
屋
」
の
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
「
台
南
市
入
船
町
二
丁
目
一

六
三
番
地
」
の
「
廠チ
ョ
ン
ア仔
」
と
呼
ば
れ
る
造
船
所
跡
の
現
況
調
査
を
開
始
し
た
。

一
度
目
は
場
所
の
特
定
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
後
日
入
手
し
た
一
九
三
三
年
当

時
の
地
番
入
地
図
の
コ
ピ
ー
（
岐
阜
県
図
書
館
所
蔵
）
2
（

）
に
よ
っ
て
見
当
を
つ
け
、

二
〇
一
二
年
八
月
二
九
日
の
第
二
回
調
査
で
、
現
在
の
「
台
南
市
中
西
区
民
族

路
三
段
一
七
六
巷
」
附
近
に
「
廠
仔
」
の
遺
跡
と
目
さ
れ
る
建
物
三
棟
の
現
存

を
確
認
す
る
に
至
っ
た
）
3
（

。

　

今
回
の
報
告
は
そ
の
再
検
証
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
五
・
六
日
、
台
南

の
国
立
台
湾
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た
「
台
日
〈
文
學
與
歌
謠
〉
國
際
學
術
研
討

會
」（
国
立
台
湾
文
学
館
主
催
、
公
益
財
団
法
人
佐
藤
春
夫
記
念
会
・
日
本
歌

謡
学
会
共
催
、
南
台
科
技
大
学
応
用
日
語
系
運
営
）
に
関
連
し
て
、「
女
誡
扇

綺
譚
」
の
舞
台
を
巡
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
た
が
、
下
村
作
次
郎
氏

（
天
理
大
学
）・
陳
慕
真
氏
（
国
立
台
湾
文
学
館
）
の
尽
力
に
よ
る
そ
の
準
備
過

程
で
、「
廠
仔
」
経
営
者
陳
一
族
の
子
孫
（
陳
信
子
さ
ん
）
の
所
在
が
判
明
し

た
。
事
前
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
陳
慕
真
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
、
二
〇
一
六

年
七
月
二
三
日
に
河
野
龍
也
と
蔡
維
鋼
の
二
名
で
改
め
て
陳
家
を
訪
問
、「
廠

仔
」
の
往
時
の
様
子
に
つ
い
て
興
味
深
い
談
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た

こ
れ
と
前
後
し
て
台
南
地
政
事
務
所
で
入
手
し
た
一
九
一
九
年
当
時
の
土
地
登

記
簿
お
よ
び
地
籍
図
か
ら
、「
廠
仔
」
の
建
物
の
状
況
を
か
な
り
明
瞭
に
把
握

で
き
た
。

　

一
方
、
現
地
で
の
聞
き
込
み
に
基
づ
い
た
新
垣
説
に
対
し
て
、
文
献
上
の

「
異
説
」
も
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
安
平
と
「
大
西
門
外
」

が
開
港
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
一
九
世
紀
後
半
、
対
岸
貿
易
に
大
き
な
勢
力
を
持

ち
、
外
国
商
館
の
請
負
人
（
買
弁
）
も
兼
任
し
た
台
南
商
人
に
沈
徳
墨
が
い
る
。

北
勢
街
の
彼
の
邸
宅
は
裏
側
が
仏
頭
港
に
面
し
、
こ
こ
に
は
波
止
場
も
あ
っ
た

ら
し
い
。
新
垣
の
「
廠
仔
」
説
が
「
新シ
ン

港カ
ン

墘ケ
ン

の
陳
」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
北

勢
街
の
沈
」
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
作
中
の
「
禿
頭
港
の
沈
」
と
共
通
す
る
点
が

多
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
土
地
資
料
か
ら
見
る
と
疑
問
が
な
い
訳
で
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
強
い
て
二
者
択
一
の
結
論
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
な
る
べ
く

正
確
な
情
報
に
よ
っ
て
二
つ
の
説
の
有
効
性
と
限
界
を
と
も
に
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
恐
ら
く
春
夫
は
、
両
者
の
要
素
を
そ
れ
ぞ
れ
作
品

に
取
入
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
現
在
の
推
測
で
あ
る
。

　

土
地
資
料
の
所
在
確
認
と
文
献
蒐
集
お
よ
び
そ
れ
ら
の
解
読
は
河
野
龍
也
が

担
当
し
た
。
一
方
、「
廠
仔
」
陳
家
子
孫
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
調
査
の
経

緯
に
精
通
し
、
北
京
語
（
國
語
）
と
閩
南
語
（
台
湾
語
）
の
両
方
を
日
常
的
に

駆
使
す
る
蔡
維
鋼
の
寄
与
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本

稿
中
、
蔡
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
録
音
に
基
づ
い
て
日
本
語
の
摘
録
を
作
成
し
、

「
廠
仔
」
陳
家
の
系
図
整
理
も
担
当
し
た
。
台
南
地
政
事
務
所
に
お
け
る
日
本

時
代
の
土
地
資
料
取
得
を
は
じ
め
、
実
際
の
調
査
や
討
論
な
ど
で
蔡
が
果
た
し

た
役
割
は
大
き
い
。
報
告
書
を
連
名
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
文
責
は
第
二
節

が
蔡
維
鋼
、
そ
れ
以
外
は
河
野
龍
也
で
あ
る
。

二　

回
想
の
「
廠
仔
」

│
陳
信
子
さ
ん
の
話

　

新
垣
宏
一
が
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
廃
屋
の
モ
デ
ル
と
考
え
た
新
港
墘
（
五
条

港
の
一
つ
）
の
陳
家
造
船
廠
「
廠
仔
」
の
第
九
世
代
に
あ
た
る
陳
信
子
さ
ん
は
、
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一
九
四
三
年
生
ま
れ
で
、
二
〇
一
六
年
に
満
七
三
歳
を
迎
え
た
。
陳
さ
ん
は
幼

い
頃
、
祖
母
の
陳
郭
氏
聬
か
ら
聞
い
た
先
祖
の
話
を
記
憶
し
て
い
る
。
次
に
掲

げ
る
の
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
二
三
日
、
陳
さ
ん
を
訪
問
し
て
伺
っ
た
談
話
の

摘
録
で
あ
る
。
ま
た
【
表
１
】
は
談
話
と
文
献
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
「
廠

仔
」
陳
家
の
系
図
で
あ
る
。

＊

　

陳
家
の
先
祖
は
対
岸
福
建
省
の
晉
江
（
泉
州
）
か
ら
台
湾
に
渡
り
、
造
船
所

と
生
糸
商
を
営
ん
で
い
た
と
言
う
。
ま
た
、
先
祖
に
は
官
職
を
得
た
者
が
あ
り
、

か
つ
て
は
か
な
り
の
資
産
家
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
陳
家
の
造
船
所
は
俗
に

「
廠チ
ョ
ン
ア仔

」
と
呼
ば
れ
、
今
の
民
族
路
三
段
一
七
六
巷
に
あ
っ
た
。
そ
こ
は
五
条

港
の
新
港
墘
の
一
番
奥
に
あ
た
る
た
め
、「
港ガ
ン

底デ
イ

」
と
も
称
さ
れ
た
場
所
で
あ

る
。
以
前
の
「
廠
仔
」
は
老ろ
う

古こ

石せ
き

（
珊
瑚
化
石
）
で
造
っ
た
厚
い
城
壁
に
囲
ま

れ
て
い
た
。
家
財
を
守
り
盗
賊
を
防
ぐ
た
め
に
銃
楼
も
備
え
て
自
家
の
防
衛
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
銃
楼
の
脇
に
こ
ん
も
り
と
茂
っ
た
一
本
の
榕
樹
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
榕
樹
が
大
き
く
生
長
し
て
銃
楼
の
眺
望
を
遮
っ
た
の

で
、
陳
家
は
こ
れ
を
切
り
倒
す
し
か
な
か
っ
た
。
す
る
と
そ
の
時
か
ら
陳
家
の

不
運
が
始
ま
っ
た
。
新
造
船
は
進
水
の
た
び
船
底
に
穴
が
開
き
、
損
失
が
莫
大

な
額
に
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
樹
霊
の
怒
り
に
触
れ
た
た
め
だ
ろ
う
と

い
う
の
が
家
族
代
々
の
伝
承
で
あ
る
。
陳
信
子
さ
ん
に
は
、
物
心
が
つ
い
て
か

ら
一
〇
代
の
頃
ま
で
、
そ
の
大
木
の
切
り
株
が
庭
の
一
隅
に
残
っ
て
い
た
の
を

見
た
記
憶
が
あ
る
。
だ
が
銃
楼
の
方
は
そ
の
頃
も
う
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

陳
家
は
「
廠
仔
」
の
中
に
大
厝
（
主
屋
）
を
建
て
て
い
た
。
そ
れ
は
裝
飾
の

表１

「
廠
仔
」
陳
家
系
図

一
世

（
在
大
陸
、
名
無
攷
）

五
世
友
義

（
軍
功
五
品
、
諡
純
朴
）

家
湖

宗
波

（
一
九
一
六
年
生
）

信
子
（
一
九
四
三
生
）

榮
華

堯
山

茂
鴻

美
琴

麗
鈴

陳
郭
氏
聬

六
世
澤
明

七
世
家
滿

六
世
澤
和

七
世
家
永

二
世
朝
和
公

（
開
台
始
祖
、一
妻
二
妾
あ
り
）三
世
廷
午

四
世
進
輝

※七世までの系図は『臺南文化』第三巻第四期【西區特輯】（1954 年４月）による。
　家湖（命名の慣例から七世と推定）以降は陳信子さんの談話に基づく。
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美
を
極
め
た
建
物
だ
っ
た
。
袖
の
建
物
か
ら
三
合
院
の
中
庭
へ
と
出
る
所
に
美

し
い
円
型
の
拱ア
ー
チ

門
が
、
こ
ち
ら
と
向
こ
う
に
二
つ
あ
っ
た
。
陳
家
の
冠
婚
葬

祭
は
す
べ
て
大
厝
で
行
わ
れ
、
祖
霊
を
奉
祀
す
る
行
事
の
際
、
長
机
に
並
ぶ
先

祖
の
位
牌
の
中
に
い
つ
も
ひ
と
き
わ
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。
官
職
を
得
た
先

祖
の
位
牌
だ
ろ
う
と
信
子
さ
ん
は
そ
の
時
思
い
、
今
に
至
る
ま
で
強
く
印
象
に

焼
き
付
い
て
い
る
。
切
り
倒
さ
れ
た
榕
樹
は
そ
の
大
厝
の
正
門
の
ち
ょ
う
ど
正

面
に
あ
た
る
場
所
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
銃
楼
の
位
置
も
推
測
で
き
る
。

　

大
厝
の
外
、
城
壁
の
内
に
は
「
代
天
府
」
と
い
う
陳
家
の
家
廟
が
建
て
ら
れ

た
。
も
と
は
陳
府
王
爺
の
ほ
か
に
呉
府
王
爺
と
温
府
王
爺
を
祀
っ
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
神
像
は
二
世
の
朝
和
公
と
と
も
に
台
湾
に
渡
っ
て
き
た
呉
姓
と
温
姓
の

開
拓
者
た
ち
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
陳
府
王
爺
と
呉
府
王
爺
は
い
つ
の
間

に
か
別
の
場
所
に
遷
さ
れ
、
現
在
の
代
天
府
に
は
温
府
王
爺
だ
け
が
鎮
ま
り
、

静
か
に
陳
家
を
見
守
っ
て
い
る
。
す
で
に
「
廠
仔
」
は
細
分
化
さ
れ
、
転
売
さ

れ
て
、
当
初
の
建
物
で
は
代
天
府
と
、「
錦
興
農
具
廠
」
所
有
と
な
っ
た
倉
庫

の
一
部
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
倉
庫
は
ち
ょ
う
ど
切
り
倒
さ
れ
た
榕
樹
の

隣
に
あ
る
。（
陳
信
子
さ
ん
談
）

＊

　

台
南
市
文
献
委
員
会
の
「
採
訪
記
」（
一
九
五
四
年
）
4
（

）
に
よ
れ
ば
、「
廠
仔
」

は
又
の
名
を
「
南
埕
廠
」
と
称
し
、
開
台
始
祖
の
朝
和
公
が
創
業
し
た
。
現
役

時
代
は
台
南
で
も
っ
と
も
大
き
い
民
間
造
船
所
の
一
つ
で
、
保
安
宮
附
近
に

あ
っ
た
呉
家
の
「
南
廠
」
と
合
わ
せ
て
「
南
北
小
廠
」
と
言
わ
れ
た
。
陳
家
の

原
籍
は
福
建
省
泉
州
府
晉
江
縣
南
門
外
十
九
都
圩
頭
郷
だ
っ
た
と
い
う
。

　
「
採
訪
記
」
に
は
一
人
の
「
陳
家
老
婦
人
」
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
家
滿
の
妹
の
子
が
「
五
舅
母
」（
母
方
兄
弟
の
妻
の
内
、
五
番

目
）
と
呼
ぶ
彼
女
は
、
陳
信
子
さ
ん
の
祖
母
陳
郭
氏
聬
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ

の
「
陳
家
老
婦
人
」
の
話
に
よ
る
と
、
昔
廠
仔
に
は
三
つ
の
「
銃
楼
」
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
路
口
、
大
厝
の
後
、
そ
し
て
港
（
新
港
）
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
「
採
訪
記
」
の
記
者
は
ま
た
、
陳
家
の
男
子
は
夭
折
の
家
系
で
、
次
の
代
と

の
年
齢
差
は
二
五
歳
を
超
え
な
い
と
仮
定
し
、
そ
れ
か
ら
逆
算
し
て
八
代
前
の

朝
和
公
は
乾
隆
初
年
に
生
ま
れ
、
彼
が
壮
年
期
に
な
っ
て
台
湾
に
渡
っ
た
頃
は

お
よ
そ
乾
隆
中
葉
（
一
七
六
〇
年
代
）
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
五

世
友
義
が
軍
功
五
品
に
列
せ
ら
れ
た
の
を
、
道
光
一
〇
（
一
八
三
一
）
年
の
張

丙
の
乱
平
定
に
関
わ
る
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
四
世
進
輝
が
同
治
七

（
一
八
六
八
）
年
に
「
代
天
府
」
に
奉
納
し
た
扁
額
「
神
通
廣
濟
」
が
残
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
推
測
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
河
野
龍
也
が
述
べ
て
い

る
通
り
で
あ
る
）
5
（

。

　

信
子
さ
ん
の
祖
父
・
家
湖
に
は
多
数
の
兄
弟
が
い
た
。
兄
弟
に
同
じ
字
を
使

う
台
湾
の
命
名
法
に
よ
れ
ば
、
家
滿
や
家
永
と
並
ぶ
七
世
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
代
は
日
本
統
治
時
代
初
期
に
あ
た
り
、
造
船
事
業
の
不
振
か
ら
廃
業
に
至
る

時
期
を
生
き
た
世
代
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
一
九
世
紀
前
半
以
来
、
安
平
一
帯

の
海
底
や
河
床
に
土
砂
が
堆
積
し
、
大
型
船
舶
の
航
行
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
、

南
進
政
策
を
担
っ
た
総
督
府
が
積
極
的
に
高
雄
港
を
近
代
港
湾
と
し
て
開
発
し

た
こ
と
に
あ
る
。
官
僚
体
制
の
整
備
と
行
政
区
再
編
も
相
ま
っ
て
、
台
南
は
台

湾
南
部
都
市
の
首
位
の
座
を
新
興
の
高
雄
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
陳
家
も
時
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代
の
浪
に
呑
ま
れ
、
家
運
が
傾
い
て
い
く
。
八
世
の
宗
波
は
陳
信
子
さ
ん
の
父

親
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
に
九
六
歳
で
他
界
し
た
。
生
ま
れ
年
を
推
算
す
る
と

一
九
一
六
年
、
佐
藤
春
夫
が
台
湾
に
来
た
と
き
に
は
四
歳
だ
っ
た
計
算
に
な
る
。

「
祖
念
」
が
強
く
、
生
涯
「
廠
仔
」
を
離
れ
た
が
ら
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。（
蔡
記
）三　

「
廠
仔
」
の
再
現

　

一
九
三
七
年
、
台
北
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
高
雄
生
れ
の
文
学
青
年
・
新
垣

宏
一
（
一
九
一
三
〜
二
〇
〇
二
）
は
、
卒
業
後
、
台
南
州
立
台
南
第
二
高
等
女

学
校
の
国
語
教
師
に
赴
任
す
る
。「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
舞
台
で
あ
る
台
南
に
久

し
く
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
新
垣
は
、
念
願
か
な
っ
て
早
速
春
夫
の
台
湾
生
活
に

関
す
る
研
究
を
開
始
し
、
そ
の
成
果
を
「
台
湾
文
学
艸
録
」（
一
九
三
八
年
）、

「
仏
頭
港
記
│
文
学
的
遺
跡
を
尋
ね
て
」（
一
九
三
九
年
）、「「
女
誡
扇
綺
譚
」

と
台
南
の
町
」（
一
九
四
〇
年
）
6
（

）
に
次
々
と
発
表
し
た
。
台
湾
人
の
教
え
子
を

ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
し
な
が
ら
、
放
課
後
と
週
末
を
費
や
し
た
熱
心
な
下
町
探
索

の
末
に
、
一
九
三
九
年
、
新
垣
は
と
う
と
う
「
廠
仔
」
を
探
し
当
て
る
。
そ
れ

以
来
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
「
廃
屋
」
は
、
旧
台
南
市
入
船
町
二
ノ
一
六
三
に

あ
っ
た
「
廠
仔
」
で
あ
る
こ
と
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
。
新
垣
の
調
査
は
春
夫

の
訪
問
か
ら
す
で
に
二
〇
年
近
い
歳
月
を
経
過
し
て
い
た
が
、
往
時
の
痕
跡
や

地
元
の
記
憶
は
ま
だ
十
分
に
辿
り
得
る
時
代
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

新
垣
が
「
廠
仔
」
説
の
有
力
な
根
拠
に
数
え
て
い
る
の
が
「
石
垣
」
と
「
銃

楼
」
で
あ
る
。
ま
ず
「
石
垣
」
の
方
は
〈
高
さ
は
二
米
と
少
し
ば
か
り
〉　　

〈
硓
𥑮
石
で
築
き
そ
れ
に
漆
喰
を
塗
つ
た
も
の
〉〈
地
上
一
米
く
ら
ゐ
の
高
さ
の

所
々
に
銃
眼
を
塗
り
つ
ぶ
し
た
跡
〉
が
あ
っ
て
、〈
離
れ
て
見
る
と
明
か
に
城

壁
〉、
そ
れ
が
〈
大
道
路
か
ら
約
五
十
米
以
上
も
奥
へ
入
つ
て
ゐ
〉
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
（「
仏
頭
港
記
」）。
ま
た
「
銃
楼
」
の
方
は
、
一
九
四
〇
年
当
時
、

歴
史
家
の
石
暘よ
う

睢す
い

（
一
八
九
八
〜
一
九
六
四
、
台
南
州
台
南
市
立
歴
史
館
勤

務
）
が
住
む
二
階
建
の
家
と
し
て
現
存
。
間
口
四
間
（
約
七
・
二
Ｍ
）
ほ
ど
の

普
通
の
家
に
な
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
前
嶋
信
次
が
一
九
三
三
年
に
撮
影
し

た
こ
の
家
の
写
真
は
、
石
造
の
前
面
が
円
い
カ
ー
ブ
を
描
く
「
銃
楼
」
の
特
徴

を
よ
く
残
し
た
改
造
前
の
姿
で
あ
っ
た
（【
図
１
】）。
新
垣
は
新
旧
二
枚
の
写

真
を
記
事
に
添
え
、〈
陳
家
の
邸
内
に
こ
ん
な
銃
楼
が
三
つ
あ
つ
た
と
い
ふ
伝

説
は
あ
る
が
、
私
が
子
供
の
と
き
に
見
た
の
は
こ
の
一
つ
だ
け
〉
と
い
う
石
の

話
も
紹
介
し
、〈
佐
藤
春
夫
の
見
た
銃
楼
も
や
は
り
こ
れ
に
違
ひ
な
い
と
思

ふ
〉
と
述
べ
て
い
る
（「「
女
誡
扇
綺
譚
」
と
台
南
の
町
）
7
（

」）。

　

と
こ
ろ
で
、「
女
誡
扇
綺
譚
」
に
登
場
す
る
「
廃
屋
」
の
主
屋
の
描
写
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
凸
字
形
の
波
止
場
を
取
り
囲
む
よ
う
な
凹
字
形
の
総

二
階
で
、
正
面
は
五
間
、
左
右
の
出
屋
は
各
四
間
、
延
坪
一
五
〇
坪
。
淡
い
紅

色
の
漆
喰
で
化
粧
し
た
煉
瓦
壁
に
空
色
の
細
い
縁
取
り
が
あ
る
建
物
で
あ
る
。

港
に
向
か
っ
て
間
口
二
間
ほ
ど
の
石
段
を
持
つ
玄
関
の
左
右
に
は
大
き
な
水
盤

が
一
対
、
さ
ら
に
龍
の
彫
刻
を
施
し
た
両
側
の
円
柱
が
亜
字
欄
の
つ
い
た
二
階

の
走ツ
ァ
ウ
ベ
ラ
ウ

馬
楼
を
支
え
て
い
る
。
裏
に
回
る
と
低
い
屋
根
が
二
三
重
も
つ
な
が
っ
て

お
り
、
よ
く
「
五
落
の
家
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
形
式
の
大
邸
宅
だ
っ
た
。

　
「
廠
仔
」
に
は
か
つ
て
こ
の
よ
う
な
建
物
が
実
際
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

新
垣
の
記
事
中
、
肝
腎
の
内
部
の
建
物
に
関
す
る
検
証
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
い
。

一
九
三
九
年
に
新
垣
が
見
た
と
き
に
は
、
西
門
円
環
か
ら
続
く
大
道
路
（
現
民
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族
路
三
段
）
に
面
し
て
「
楠
興
商
行
」「
大
林
商
行
」
と
い
う
二
軒
の
材
木
商

が
あ
り
、
約
五
〇
Ｍ
の
奥
行
を
持
つ
「
廠
仔
」
の
内
側
へ
、
約
二
〇
Ｍ
に
わ

た
っ
て
新
し
い
二
階
建
や
倉
庫
を
設
け
て
い
た
。
新
垣
は
敷
地
内
の
古
い
長
屋

を
訪
ね
て
陳
姓
の
老
婆
に
問
い
か
け
る
が
、
現
在
の
侘
し
気
な
生
活
の
様
子
に

遠
慮
し
て
ほ
と
ん
ど
収
穫
も
な
し
に
帰
っ
て
い
る
（「
仏
頭
港
記
」）。
そ
の
後
、

石
暘
睢
か
ら
陳
家
祖
廟
「
代
天
府
」
の
存
在
を
聞
き
、「
陳
家
永
」
の
表
札
が

か
か
っ
た
二
階
屋
を
見
て
い
る
が
、〈
全
く
黒
く
く
す
ん
だ
古
い
建
物
で
二
階

に
走
馬
楼
と
も
い
ふ
べ
き
ち
よ
つ
と
し
た
廊
が
見
え
る
。
私
は
こ
れ
を
見
な
が

ら
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
沈
家
の
娘
が
立
つ
て
ゐ
た
二
階
を
想
つ
た
の
で
あ
る
〉

（「「
女
誡
扇
綺
譚
」
と
台
南
の
町
」）
と
い
う
簡
単
な
言
及
し
か
見
え
な
い
。
建

物
の
大
き
さ
に
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
疑
問
を
解
消
す
べ
く
、
今
回
日
本
統
治
時
代
に
作
製
さ
れ
た
「
廠

仔
」
の
土
地
登
記
簿
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
。
地
番
は
台
南
市
入
船
町
二
丁

目
一
五
七
〜
一
六
八
番
地
に
及
ぶ
範
囲
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
四
月
一
日
の
町

名
変
更
時
に
改
製
さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
ぼ
一
九
二
〇
年
に
春
夫
が
台
南
を
訪
れ

た
当
時
の
状
況
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
謄
本
に
は
、
土
地
面
積

（
甲
数
表
示
）・
建
物
構
造
・
建
坪
・
所
有
者
・
抵
当
権
設
定
な
ど
の
履
歴
が
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
必
要
な
情
報
を
抜
粋
し
て
ま
と
め
た
の
が
【
表
２
】

で
あ
る
。
な
お
、
い
く
つ
か
の
地
番
に
つ
き
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
土
地
登
記

簿
は
現
存
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、『
台
南
州
祠
廟
名
鑑
）
8
（

』
の
記
載
か
ら
、
一

五
八
番
地
に
は
「
代
天
府
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
場
所
は
現
在

地
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
表
に
よ
る
と
、
一
九
一
二
年
に
一
括
で
登
録
さ
れ
た
陳
家
所
有
地
の
総

【図１】「廠仔」南側の「銃楼」（1933 年 前嶋信次撮影。黄天横氏提供）
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表２　日本時代「廠仔」土地建物状況（台南市入船町二丁目 157 番地～ 168 番地）

地番 地目 土地面積（甲／坪）建物（構造／坪） 登記年代・所有者抄録

157 建物 0.0052 15.26 登記なし 1923.4.5 高禄

158 欠（「代天府」敷地）

159 建物 0.0092 26.99 ①木瓦平 9.40 1914.4.28 呉新竹・呉才

160 建物 0.0138 40.49
②煉瓦平 15.12 1912.12.19 陳柯氏雲・陳清山・陳木・陳家満・

陳家寄・陳家永・陳石・陳賜。③煉瓦平 8.91

161 建物 0.0105 30.81 ④煉瓦平 9.00 1912.11.9 何氏春治

162 欠

163 建物 0.211 619.08

⑤煉瓦平 38.50 1912.12.19 陳柯氏雲・陳清山・陳木・陳家満・
陳家寄。
＊ 1923.2.17 売却。
＊ 分割（1923.12.20、163 番地より１～ 10
各号を分離）

⑥煉瓦平 8.00

⑦煉瓦平 33.00

⑧煉瓦２ 18.60

⑨煉瓦平 35.75

⑩煉瓦平 9.90

⑪煉瓦平 9.90

⑫煉瓦平 39.00

⑬煉瓦平 9.00

⑭煉瓦平 9.00

⑮煉瓦平 5.00

⑯煉瓦平 21.60

164 欠

165 建物 0.0578 169.59 登記なし 1915.11.17 黄品。
＊分割（1928.8.28、1931.1.22、1940.11.16）

166 欠（道路敷地）

167 建物 0.0176 51.64
⑰竹草平 12.25 1907.5.18 呉来。

＊分割（1928.8.28）＊1946.1.28欧陽錦が購入。⑱煉瓦平 11.25

168 建物 0.0533 156.38 ⑲煉瓦平 14.30

1912.12.19 陳柯氏雲・陳清山・陳木・陳家満・
陳家寄・陳家永・陳石・陳賜。
＊分割（1931.6.10、1934.9.12）
＊ 1935.10.8 石暘睢が購入（1944.1.11 売却）
＊ 1947.2.21 欧陽錦が購入。

凡例： 木＝木造、煉＝煉瓦造、竹＝竹造、瓦＝瓦葺、草＝草葺、平＝平屋、２＝二階屋。太字
が陳家所有地。
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面
積
は
約
八
一
六
坪
。
こ
こ
に
建
坪
合
計
約
二
七
六
坪
の
一
五
棟
が
登
記
さ
れ

て
い
る
。「
廠
仔
」
の
全
体
で
言
え
ば
、
そ
の
土
地
は
登
記
簿
が
存
在
す
る
も

の
だ
け
で
も
一
一
一
〇
坪
以
上
、
登
記
さ
れ
た
建
物
一
九
棟
の
建
坪
合
計
は
三

一
七
坪
に
及
ぶ
。
か
つ
て
は
そ
の
す
べ
て
が
陳
家
の
所
有
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

次
に
建
物
の
配
置
を
知
る
た
め
、
台
南
全
域
に
わ
た
っ
て
建
造
物
の
輪
郭
を

明
ら
か
に
し
た
一
九
〇
七
年
発
行
の
実
測
図
「
市
区
改
正
台
南
市
街
全
図
）
9
（

」
を

参
照
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
廠
仔
」
を
構
成
す
る
建
物
は
北
側
か
ら
東
側

に
集
中
し
、
西
南
部
が
大
き
く
空
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
造
船
作
業
場
に

は
こ
の
場
所
が
ふ
さ
わ
し
い
。
新
垣
の
取
材
に
答
え
た
地
元
の
住
民
は
、〈
昔

は
こ
の
石
垣
の
と
こ
ろ
を
十
間
く
ら
ゐ
の
幅
の
運
河
が
通
つ
て
ゐ
た
〉〈
ち
よ

つ
と
船
溜
に
な
る
く
ら
ゐ
邸
内
に
凹
字
状
に
引
込
ん
で
ゐ
た
〉（「
仏
頭
港
記
」）

と
言
っ
て
い
る
。
造
船
場
で
あ
る
以
上
、
船
溜
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然

だ
が
、
残
念
な
が
ら
地
図
の
上
か
ら
そ
れ
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
。
新
垣
が
見

た
材
木
商
も
、
大
通
り
に
面
し
て
西
寄
り
だ
と
い
う
そ
の
位
置
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
空
地
を
利
用
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
元
々
あ
っ
た
陳
家
の
建
物
を
壊

し
て
新
築
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
地
図
に
地
籍
図
（
一
九
二
〇
年
代
）
を
重
ね
、
土
地
登
記
簿
の

情
報
と
連
動
さ
せ
て
み
た
の
が
【
図
２
】
で
あ
る
。
こ
の
作
業
か
ら
幾
つ
か
の

新
鮮
な
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
ま
ず
、「
廠
仔
」
の
南
側
に
あ
っ
た

と
新
垣
が
紹
介
し
た
「
銃
楼
」
の
位
置
が
確
定
す
る
。
土
地
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、

入
船
町
二
丁
目
一
六
八
番
地
の
土
地
の
所
有
者
履
歴
の
中
に
、
一
九
三
五
年
一

〇
月
八
日
か
ら
一
九
四
四
年
一
月
一
一
日
ま
で
石
暘
睢
の
名
が
見
え
る
。
そ
の

場
所
を
【
図
２
】
に
よ
っ
て
確
か
め
る
と
、
独
立
し
た
方
形
の
建
物
が
描
か
れ

て
い
る
（
１
）。「
銃
楼
」
の
建
物
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
銃
楼
」
の
眺
望
を
遮
っ
た
た
め
切
り
倒
さ
れ
た
大
榕
樹
の
跡
だ

と
陳
信
子
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
場
所
は
、
現
在
「
錦
興
農
具
廠
」
の
倉
庫

に
な
っ
て
い
る
現
存
建
物
（
Ｄ
）
の
す
ぐ
裏
手
で
、「
廠
仔
」
の
中
心
部
に
あ

た
り
、
大
通
り
か
ら
は
離
れ
て
い
る
。
南
側
と
は
別
の
「
銃
楼
」
が
あ
っ
た
と

考
え
な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
す
る
と
や
は
り
【
図
２
】
の
そ
れ
と
思
し

き
場
所
に
、
方
形
の
建
物
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
２
）。「
廠

【図２】市区改正台南市街全図（1907）：国立国会図書館蔵
地籍図：中央研究院人社中心GIS 専題中心（2016）.［online］
臺灣百年歴史地圖．Available at：http://gissrv4.sinica.edu.
tw/gis/twhgis/［2017.1.13］　
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仔
」
北
側
の
建
物
後
方
に
描
か
れ
た
突
起
（
３
）
も
恐
ら
く
は
同
じ
意
味
の
も

の
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
港
側
と
「
大
厝
」
後
方
に
あ
っ
た
と
い
う

「
銃
楼
」
が
当
時
ま
だ
残
っ
て
い
て
、
一
九
〇
七
年
の
地
図
に
記
録
さ
れ
た
も

の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
銃
楼
」
は
そ
の
機
能
上
、
地
所
の
辺
縁

に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
榕
樹
に
遮
ら
れ
た
「
銃
楼
」
は
「
廠

仔
」
の
中
央
部
に
あ
る
。
こ
れ
を
「
港
側
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
照
ら
す
と
、
船
溜

が
こ
の
下
ま
で
引
き
込
ま
れ
て
い
た
傍
証
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
日
、
陳
信
子
さ
ん
は
伝
説
の
大
榕
樹
の
跡
に
立
っ
て
振
り

返
り
、
烈
日
の
下
、
白
く
光
る
北
廠
金
勝
宮
と
い
う
廟
の
側
壁
を
指
さ
し
て
、

「
あ
そ
こ
に
「
大
厝
」
の
屋
根
の
形
が
少
し
残
っ
て
い
る
。
本
当
に
大
き
く
て

綺
麗
な
建
物
だ
っ
た
」
と
、
美
し
い
幻
を
手
繰
り
寄
せ
る
よ
う
に
教
え
て
く
れ

た
。
そ
の
場
所
の
地
図
に
は
、
確
か
に
南
を
向
い
て
袖
を
伸
ば
し
た
三
合
院
の

シ
ル
エ
ッ
ト
が
描
か
れ
て
い
る
（
Ａ
）。
現
在
駐
車
場
に
な
っ
て
い
る
場
所
で

あ
る
。
二
〇
一
二
年
の
調
査
時
に
は
、
こ
の
駐
車
場
の
東
側
に
古
い
二
階
建
が

存
在
し
て
い
た
（
Ｃ
）。
す
っ
か
り
屋
根
が
陥
没
し
て
文
字
通
り
の
「
廃
屋
」

に
な
っ
て
い
た
が
、
台
南
特
有
の
古
建
材
で
あ
る
壁
鎖
（
軒
下
に
打
ち
込
ん
だ

オ
ラ
ン
ダ
式
の
耐
震
金
具
で
一
九
世
紀
末
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
）
を
持
ち
、
老

古
石
を
壁
材
に
使
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
取
り
壊
さ
れ
て
存
在
し
な
い
。
二
〇
一

六
年
一
〇
月
現
在
、「
廠
仔
」
の
遺
構
と
言
え
る
建
物
は
、
や
は
り
「
壁
鎖
」

を
持
つ
平
屋
の
一
棟
（
Ｄ
、
現
「
錦
興
農
具
廠
」
倉
庫
）
と
、「
代
天
府
」

（
Ｂ
）
の
わ
ず
か
に
二
棟
を
数
え
る
の
み
に
な
っ
て
い
る
。

四　

沈
徳
墨
と
そ
の
家

　

さ
て
、
土
地
登
記
簿
に
「
二
階
屋
」
は
⑧
の
一
棟
し
か
登
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

し
か
も
建
坪
は
わ
ず
か
に
一
八
・
六
坪
（
延
坪
三
七
・
二
坪
）
に
過
ぎ
な
い
。

恐
ら
く
新
垣
が
見
た
「
陳
家
永
」
の
家
も
こ
れ
に
違
い
な
く
、
建
物
の
大
き
さ

か
ら
す
る
と
最
近
壊
さ
れ
た
二
階
屋
（
Ｃ
）
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。
ほ
ん
の
望

楼
と
い
う
程
度
の
規
模
で
、
東
の
陸
地
側
の
門
を
監
視
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。「
廠
仔
」
が
ほ
ぼ
平
屋
を
主
体
と
す
る
家
屋
群
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

「
廃
屋
」
の
モ
デ
ル
は
違
う
家
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
は
こ
の
「
廃
屋
」
に
つ
い
て
別
の
証
言
が
存
在
し
て
い
る
。
台
南
出
身
の

詩
人
・
楊
熾
昌
（
一
九
〇
八
〜
一
九
九
四
）
の
「「
女
誡
扇
綺
譚
」
與
禿
頭
港
」

（
一
九
八
五
）
10
（

）
で
あ
る
。
楊
は
こ
の
文
章
で
、
数
え
一
三
歳
の
一
九
二
〇
年
当

時
、『
台
南
新
報
』
漢
文
編
輯
部
で
働
く
父
の
楊
宜
緑
（
号
天
健
）
を
し
ば
し

ば
訪
ね
た
折
に
、
主
任
の
三
屋
大
寿
（
正
し
く
は
大
五
郎
）
か
ら
、
そ
こ
に
ふ

ら
ふ
ら
出
入
り
す
る
二
〇
代
で
眼
鏡
を
か
け
た
痩
せ
ぎ
す
の
人
を
客
員
身
分
で

働
く
佐
藤
春
夫
だ
と
教
え
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
後
「
女
誡
扇
綺
譚
」

を
読
み
、
一
九
二
八
年
九
月
中
旬
に
モ
デ
ル
と
な
っ
た
家
の
二
階
を
訪
ね
て
み

る
と
、
門
や
窓
は
破
れ
、
作
中
の
花
嫁
が
臨
終
を
迎
え
た
と
い
う
黒
檀
の
寝
台

も
な
く
、
一
面
の
塵
埃
の
中
に
蜘
蛛
と
ヤ
モ
リ
が
壁
を
伝
い
走
っ
て
い
る
有
様

だ
っ
た
が
、
凹
凸
形
の
銃
架
や
外
壁
の
銃
眼
が
あ
っ
た
。
戦
後
、
比
較
文
学
者

の
太
田
三
郎
）
12
（

と
再
訪
し
た
折
に
は
、
二
階
の
廊
下
に
ま
だ
銃
眼
も
確
認
で
き
た

の
に
、
最
近
文
章
に
書
こ
う
と
し
て
訪
れ
て
み
る
と
、
道
路
拡
張
の
た
め
家
は

も
う
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
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楊
は
端
午
節
の
龍
船
競
漕
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
の
「
禿
頭
港
」
を
思
い
出
し
、

西
岸
に
は
貿
易
商
や
三
郊
組
合
（
台
南
の
対
岸
貿
易
商
組
合
）
の
倉
庫
、
商
店

が
林
立
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
港
に
波
止
場
を
持
つ
二
階
建
の
豪
邸
の
痕
跡

も
こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
し
か
も
、
終
始
こ
の
家
を
自
然
に

「
沈
家
」
と
呼
ん
で
い
る
。
具
体
的
な
描
写
に
は
乏
し
い
が
、
楊
が
「
禿
頭
港

の
沈
」
の
実
在
を
そ
の
ま
ま
前
提
と
し
て
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
調
べ
て
み
る
と
、「
禿
頭
港
」（
仏
頭
港
）
南
岸
の
北
勢
街
（
現

神
農
街
）
に
は
、
確
か
に
沈
姓
を
持
つ
対
岸
貿
易
の
豪
商
が
存
在
し
た
。
歴
史

家
連
横
（
号
雅
堂
・
一
八
七
八
〜
一
九
三
六
）
の
岳
父
に
あ
た
る
沈
徳
墨
と
い

う
人
物
で
あ
る
。

　

連
横
の
『
臺
灣
通
史
』
下
巻
（
巻
三
五
）「
貨
殖
列
傳
」（
一
九
二
〇
）
13
（

）
に
よ

れ
ば
、
沈
徳
墨
（
号
鴻
傑
・
一
八
三
七
〜
一
九
〇
六
）
は
泉
州
安
渓
の
人
。
父

に
随
い
一
三
歳
で
厦
門
に
商
業
を
学
び
、
や
や
長
じ
て
航
海
術
を
習
得
、
東
洋

南
洋
と
幅
広
い
取
引
を
持
ち
、
行
く
先
々
で
言
葉
を
学
ん
だ
。
渡
航
先
は
日

本
・
ベ
ト
ナ
ム
・
シ
ャ
ム
・
ジ
ャ
ワ
・
ル
ソ
ン
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
ウ
ラ
ジ

オ
ス
ト
ク
に
及
ん
だ
と
い
う
。
台
湾
の
茶
と
砂
糖
を
天
津
・
上
海
に
融
通
し
て

利
益
を
上
げ
、
一
八
六
六
年
台
南
に
定
居
。
英
語
を
駆
使
し
て
イ
ギ
リ
ス
商
人

と
商
社
を
経
営
し
た
ほ
か
、
ド
イ
ツ
商
人
と
共
同
で
輸
入
品
を
台
湾
南
北
に
売

り
、
台
湾
商
品
を
西
洋
に
輸
出
。
紐
西
蘭
海
上
保
険
代
理
店
の
開
店
は
台
南
保

険
業
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
の
機
械
を
導
入
し
て
新
営
荘
で
製
糖
業

を
試
み
た
ほ
か
、
霧
峰
の
林
朝
棟
と
の
齟
齬
や
官
の
統
制
に
よ
る
困
難
を
冒
し

て
集
集
で
樟
脳
生
産
に
努
め
る
多
角
的
な
経
営
者
ぶ
り
だ
っ
た
が
、
晩
年
は
や

や
事
業
不
振
に
傾
い
た
と
い
う
（【
図
３
】）。

　

さ
て
、
そ
の
台
南
の
家
に
つ
い
て
は
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。
明
治
期
の
旧

台
湾
総
督
府
文
書
の
中
に
、
こ
の
家
の
土
地
と
建
物
を
登
記
す
る
際
の
ト
ラ
ブ

ル
に
対
応
し
た
台
湾
総
督
府
外
事
課
と
台
南
庁
の
往
復
書
簡
が
二
束
保
存
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
）
14
（

。
事
の
起
こ
り
は
一
九
〇
〇
年
、
大
陸
汕
頭
に
本
部
を
持
つ

独
商
ラ
ウ
ツ
・
ウ
ン
ト
・
ヘ
ー
ス
ロ
ー
プ
商
会
（Lauts &

 H
aesloop

以
下

Ｌ
＆
Ｈ
）
が
、
台
湾
で
の
営
業
時
代
に
使
用
し
た
台
南
市
街
北
勢
街
二
一
番
戸

の
土
地
の
所
有
権
を
、
台
湾
に
不
在
の
ま
ま
駐
淡
水
ド
イ
ツ
領
事
を
通
じ
て
申

し
立
て
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
Ｌ
＆
Ｈ
と
領
事
は
、
領
事
館
備
付
の
財
産
台

帳
と
権
利
書
を
根
拠
に
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
が
、
総
督
府
外
事
課
は
そ

も
そ
も
ド
イ
ツ
人
の
清
国
領
内
に
お
け
る
土
地
所
有
自
体
が
独
清
通
商
条
約
違

反
で
あ
り
、
日
本
も
同
様
に
外
国
人
の
国
内
土
地
所
有
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
を

【図３】沈徳墨（『臺灣通史』）
國立臺灣圖書館提供
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説
明
し
て
、
一
九
〇
一
年
、
土
地
の
官
有
地
化
と
Ｌ
＆
Ｈ
へ
の
永
代
借
地
権
附

与
で
合
意
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
翌
年
、
今
度
は
建
物
の
登
記
を
め
ぐ
っ
て
、
現

在
の
住
人
沈
徳
墨
が
抵
当
権
を
主
張
し
、
Ｌ
＆
Ｈ
と
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が

起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
台
南
庁
は
沈
を
非
所
有
の
管
理
者
と
す
る
確
認
書

に
両
者
の
署
名
を
求
め
る
が
、
双
方
か
ら
拒
否
さ
れ
事
態
の
泥
沼
化
を
招
い
た
。

結
局
、
臨
時
台
湾
土
地
調
査
局
に
よ
る
全
島
土
地
調
査
が
行
わ
れ
た
際
、
所
有

者
を
Ｌ
＆
Ｈ
と
す
る
台
南
地
方
法
院
の
決
定
書
を
台
南
庁
か
ら
土
地
調
査
局
に

提
出
、
沈
徳
墨
も
自
己
の
購
入
物
件
で
あ
る
こ
と
を
届
け
出
て
い
た
が
、
調
査

簿
の
公
開
中
に
異
議
申
立
て
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
な
か
ば

強
引
に
Ｌ
＆
Ｈ
の
所
有
を
確
定
し
、
一
九
〇
四
年
、
そ
の
旨
を
ド
イ
ツ
領
事
に

通
知
し
て
幕
を
引
い
た
。

　

沈
徳
墨
が
所
有
権
を
主
張
す
る
た
め
に
臨
時
台
湾
土
地
調
査
局
に
提
出
し
た

書
類
は
、
外
国
商
会
と
そ
の
受
託
販
売
人
（
買
弁
）
と
の
独
特
な
提
携
関
係
を

示
す
も
の
と
し
て
官
の
眼
を
惹
い
た
ら
し
く
、『
台
湾
糖
業
旧
慣
一
斑
）
15
（

』
に
そ

の
書
類
一
式
が
ま
と
め
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
「
理
由
書
」（
第

五
九
ノ
七
）
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
四
年
、
台
南
南
河
街
に
阿
片
・
砂
糖
商
「
瑞

興
洋
行
」
を
設
立
し
た
沈
徳
墨
は
、
翌
年
五
月
、
同
商
号
を
Ｌ
＆
Ｈ
に
提
供
し

て
樟
脳
販
売
の
「
買
弁
」
に
就
任
。
そ
の
際
、
こ
の
北
勢
街
の
家
を
一
七
〇
〇

円
（
メ
キ
シ
コ
銀
）
で
陳
成
・
陳
旺
・
陳
根
の
三
者
か
ら
購
入
し
、
封
印
の
ま

ま
担
保
と
し
て
Ｌ
＆
Ｈ
に
納
め
た
。
沈
は
合
弁
中
、
Ｌ
＆
Ｈ
に
合
計
一
万
五
〇

〇
〇
円
程
の
貸
付
を
行
っ
た
が
、
一
八
八
九
年
一
二
月
に
Ｌ
＆
Ｈ
が
台
湾
か
ら

事
業
撤
退
し
た
折
に
も
貸
付
金
の
清
算
は
行
わ
れ
ず
、
合
弁
の
停
止
後
返
却
さ

れ
る
約
束
の
土
地
家
屋
の
権
利
書
も
汕
頭
に
持
ち
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

台
南
庁
が
総
督
府
民
政
長
官
へ
の
報
告
書
で
、〈
ヘ
ス
ロ
プ
ハ
従
来
右
家
屋
ヲ

以
テ
借
金
ノ
抵
当
タ
ル
カ
如
ク
思
意
シ
家
税
等
ハ
沈
徳
墨
ヘ
義
務
ヲ
負
ハ
セ
タ

リ
依
テ
同
人
モ
亦
之
ヲ
甘
シ
今
日
ニ
至
レ
リ
〉（
一
九
〇
二
年
五
月
八
日
）
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
沈
一
家
は
こ
の
家
を
、
Ｌ
＆
Ｈ
か
ら
の
事
実
上
の
担
保

と
し
て
居
宅
に
使
用
し
て
い
た
の
が
実
情
の
よ
う
だ
。

　

沈
の
主
張
を
事
実
と
す
れ
ば
、
彼
は
自
己
資
本
で
買
い
取
り
、
本
来
な
ら
返

し
て
も
ら
え
る
は
ず
の
土
地
と
家
を
、
相
手
か
ら
与
え
ら
れ
た
抵
当
と
し
て
使

用
し
続
け
る
と
い
う
奇
妙
な
形
で
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
た
め
に
、
結
局
は
官
と

外
国
商
会
に
み
す
み
す
所
有
権
を
奪
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な

る
。
沈
の
無
念
さ
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
も
沈
家
は
こ

こ
に
住
み
続
け
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
そ
の
家
屋
は
「
敵
国
人
財
産
」

と
見
做
さ
れ
、
財
産
解
除
の
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
九
二
三
年
七
月
、
こ

の
家
の
清
算
額
一
〇
四
七
円
六
〇
銭
は
沈
家
に
対
し
て
で
は
な
く
、
外
務
省
か

ら
ド
イ
ツ
大
使
を
通
じ
、
元
「
所
有
者
」
の
ヘ
ー
ス
ロ
ー
プ
へ
と
送
金
さ
れ
た
）
16
（

。

五　

開
港
地
と
し
て
の
「
大
西
門
外
」

　

さ
て
、
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
北
勢
街
の
沈
家
」
の
正
確
な
場
所
と

邸
宅
の
規
模
で
あ
る
。
総
督
府
文
書
の
住
所
は
〈
北
勢
街
二
十
一
番
戸
〉、
一

方
『
台
湾
糖
業
旧
慣
一
斑
』
の
方
は
〈
北
勢
街
十
八
番
戸
〉
と
あ
っ
て
一
致
し

な
い
。
し
か
し
、
一
九
〇
九
年
九
月
一
日
の
台
南
庁
告
示
第
九
四
号
）
17
（

に
は
、
庁

内
永
代
借
地
の
一
つ
と
し
て
、
国
庫
所
有
「
台
南
市
庚
一
〇
三
三
番
地
」
の
建

物
敷
地
〇
・
〇
六
〇
四
甲
（
一
七
七
・
二
二
坪
）
を
、
仏
銀
二
千
員
の
借
地
料

支
払
済
と
し
て
、〈
在
清
国
汕
頭　

独
乙
国　

ラ
ウ
ツ
、
ウ
ン
ド
、
ヘ
ー
ス
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ロ
ッ
プ
（
瑞
興
洋
行
）〉
に
〈
無
期
限
ニ
シ
テ
且
ツ
無
条
件
〉
で
認
め
る
旨
の

告
示
が
見
え
る
。
こ
れ
は
一
九
一
九
年
町
名
改
正
後
の
「
台
南
市
永
楽
町
二
丁

目
一
三
六
番
地
」
に
相
当
す
る
場
所
で
あ
る
。

　

早
速
こ
の
場
所
の
土
地
台
帳
と
土
地
登
記
簿
、
地
籍
図
を
取
得
し
た
。
そ
の

情
報
を
総
合
し
て
み
る
と
、
最
初
こ
の
地
所
は
国
庫
所
有
、
一
九
〇
六
年
二
月

一
〇
日
に
台
南
庁
か
ら
台
湾
総
督
へ
と
管
理
更
生
、
一
九
〇
九
年
九
月
一
日
に

清
国
汕
頭
独
乙
国
人
ラ
ウ
ツ
、
ウ
ン
ド
、
ヘ
ー
ス
ロ
ッ
プ
（
瑞
興
洋
行
）
を
永

代
借
地
権
者
と
し
て
登
記
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
二
三
年
一
月
三
〇
日
に

黄
戊
巳
が
取
得
、
そ
れ
を
一
九
二
六
年
一
一
月
八
日
、
黄
欣
・
黄
渓
泉
に
売
却
、

さ
ら
に
一
九
二
九
年
七
月
八
日
、
黄
渓
泉
持
分
が
黄
欣
に
売
却
さ
れ
た
。
黄
欣

と
黄
渓
泉
は
そ
れ
ぞ
れ
作
家
黄
霊
芝
・
歴
史
家
黄
天
横
の
父
に
当
た
る
台
南
東

門
の
資
産
家
で
、
そ
の
邸
宅
「
固
園
」
は
漢
詩
結
社
「
南
社
」
の
活
動
拠
点
と

し
て
台
南
随
一
の
文
化
サ
ロ
ン
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
建
物
に
つ
い
て
は
『
台
湾
糖
業
旧
慣
一
斑
』
に
収
録
さ
れ
た
典
契

（
第
五
九
ノ
二
）
に
や
や
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。

北
勢
街
北
畔
、
瓦
厝
両
宗
、
前
後
相
通
、
前
壱
座
、
参
進
、
弐
埕
、
一
爐

下
、
並
楼
二
個
、
一
水
井
、
東
至
朱
家
宅
、
南
至
街
路
、
北
至
本
家
宅
、

後
四
坎
三
落
、
東
至
施
家
宅
、
西
至
王
家
宅
、
南
至
本
家
宅
、
北
至
仏
頭

港
止
、
叧
有
買
過
水
井
一
口
、
前
後
門
窓
戸
扇
倶
各
斉
備
、
前
手
四
至
亦

倶
儎
明
上
手
契
内
…
（
北
勢
街
北
側
の
瓦
葺
建
物
二
軒
で
前
後
つ
な
が
っ

た
も
の
。
前
面
は
三
棟
、
中
庭
二
、
竈
一
、
附
属
の
楼
閣
二
、
井
戸
一
。

東
は
朱
家
の
邸
、
南
は
街
路
、
北
は
自
邸
ま
で
。
後
面
は
四
軒
分
の
幅
を

持
つ
三
棟
で
、
東
は
施
家
の
邸
、
西
は
王
家
の
邸
、
南
は
自
邸
、
北
は
仏

頭
港
ま
で
。
別
に
井
戸
一
を
購
入
。
前
後
と
も
門
窓
戸
扉
す
べ
て
備
わ
り
、

所
有
者
の
履
歴
と
面
積
は
「
上
手
契
」（
土
地
家
屋
と
共
に
持
ち
伝
え
ら

れ
る
売
買
契
約
書
の
束
で
権
利
書
に
相
当
）
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。）

　

同
書
収
録
の
別
文
書
（
第
五
九
ノ
七
）
に
は
〈
家
屋
乙
座
、
計
五
棟
〉
と
あ

り
、
文
中
の
〈
本
家
宅
〉
は
前
後
に
ま
た
が
る
同
じ
棟
を
二
度
数
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
総
督
府
文
書
中
の
台
南
庁
報
告
（
一
九
〇
一
年
八
月
一
〇
日
）

に
も
、〈
前
面
約
二
間
半
（
約
四
・
五
Ｍ
）
後
面
約
五
間
（
約
九
Ｍ
）
建
家
五

棟
有
之
〉
と
見
え
、
こ
れ
も
参
考
に
な
る
。
さ
ら
に
、
沈
徳
墨
の
曾
孫
に
あ
た

る
作
家
の
林
文
月
は
、
祖
父
連
横
の
伝
記
『
青
山
青
史
│
連
雅
堂
傳
）
18
（

』
の
中
で
、

祖
母
の
実
家
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

由
於
瑞
興
洋
行
内
部
債
務
關
係
、
合
夥
的
德
國
商
人
無
力
償
債
、
便
留
下

一
幢
坐
落
於
北
勢
街
的
洋
房
而
返
回
德
國
。
從
之
、
沈
氏
繼
續
獨
立
經
營

「
瑞
興
洋
行
」、
而
沈
家
的
人
也
就
遷
居
於
那
幢
當
時
最
豪
華
摩
登
的
洋
房

裡
。
這
一
幢
二
層
樓
的
洋
房
有
五
進
深
、
樓
下
後
面
大
部
分
供
做
倉
庫
、

存
放
著
準
備
裝
船
的
貨
品
。（
瑞
興
洋
行
内
部
の
債
務
の
た
め
共
同
事
業

者
の
ド
イ
ツ
商
人
は
返
済
能
力
が
な
く
、
北
勢
街
に
位
置
す
る
洋
館
を
残

し
て
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
。
そ
れ
か
ら
沈
氏
は
「
瑞
興
洋
行
」
の
経
営
を

単
独
で
継
続
し
、
沈
一
家
も
ほ
ど
な
く
当
時
最
も
豪
華
で
モ
ダ
ン
だ
っ
た

そ
の
洋
館
の
中
に
転
居
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
洋
館
は
二
階
建
で
五
進

（
縦
に
並
ん
だ
五
棟
）
の
奥
行
が
あ
り
、
一
階
部
分
の
後
面
は
大
部
分
倉

庫
に
充
て
、
装
船
具
が
保
管
さ
れ
て
い
た
）。

　

一
八
九
七
年
、
徳
墨
の
娘
沈
璈
（
号
筱
雲
）
は
二
四
歳
で
二
〇
歳
の
連
横
に

嫁
し
た
。
偶
々
連
の
家
に
ペ
ス
ト
患
者
が
出
た
た
め
、
二
人
は
北
勢
街
の
沈
家
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に
避
難
し
て
新
婚
生
活
を
送
り
、
翌
年
こ
こ
で
長
女
の
連
夏
甸
が
誕
生
す
る
。

『
青
山
青
史
』
の
多
く
は
夏
甸
の
思
い
出
に
拠
る
と
言
い
、
そ
の
生
家
の
描
写

も
十
分
信
憑
性
が
高
い
。
二
階
建
で
五
進
（
五
落
）、
豪
華
で
モ
ダ
ン
な
洋
館
、

仏
頭
港
に
面
し
た
倉
庫
、
そ
こ
に
仕
舞
っ
て
あ
っ
た
装
船
具
、
家
の
主
は
有
能

な
貿
易
商

│
ど
れ
を
取
っ
て
も
「
港
」
の
華
や
か
な
時
代
を
昔
語
り
に
語
る

「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
「
廃
屋
」
そ
っ
く
り
の
道
具
立
て
と
言
え
よ
う
。

　

案
外
見
過
ご
さ
れ
て
来
た
の
が
「
走
馬
楼
」
と
い
う
中
国
南
方
に
特
有
の
建

築
用
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
階
以
上
の
建
物
の
周
囲
を
回
廊
式
の
ベ
ラ
ン
ダ
が

巡
っ
て
い
る
形
式
の
も
の
で
、
風
が
吹
き
抜
け
て
涼
し
い
。
特
に
「
女
誡
扇
綺

譚
」
の
場
合
は
壁
に
化
粧
煉
瓦
を
使
っ
て
い
る
所
か
ら
、
中
西
折
衷
で
並
ん
だ

ア
ー
チ
の
曲
線
が
美
し
い
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ラ
ン
ダ
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
様
式
」
の
瀟

洒
な
洋
館
を
思
わ
せ
る
。
一
八
六
〇
年
、
天
津
条
約
の
発
効
で
開
港
地
と
な
っ

た
安
平
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
の
商
館
が
続
々
と
進
出
し
、
台
湾
か
ら
砂

糖
と
樟
脳
を
輸
出
、
逆
に
台
湾
に
は
阿
片
と
雑
貨
を
持
込
む
取
引
で
大
き
な
収

益
を
上
げ
て
行
っ
た
。
そ
の
物
流
の
大
動
脈
を
担
っ
た
の
が
五
本
に
分
か
れ
た

運
河
で
、「
大
西
門
外
」
は
そ
の
荷
捌
場
と
し
て
発
達
し
、
外
国
商
館
の
多
く

が
こ
こ
に
も
出
張
所
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
開
港
地
の
ハ
イ
カ
ラ
な

雰
囲
気
は
、「
懐
か
し
さ
」
を
売
り
物
に
し
た
現
在
の
台
南
西
部
か
ら
は
想
像

も
つ
か
な
い
。
だ
が
、
日
本
の
領
台
初
期
、
安
平
と
「
大
西
門
外
」
が
一
括
し

て
外
国
人
雑
居
地
に
指
定
さ
れ
て
い
た
事
実
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。

　

こ
れ
ら
の
外
国
商
人
は
、
取
引
を
円
滑
に
す
る
た
め
地
元
の
習
慣
に
通
じ
た

現
地
の
商
人
を
「
買
弁
」
と
し
て
雇
い
商
品
販
売
を
委
託
す
る
の
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
一
方
「
買
弁
」
に
も
、
各
種
の
外
国
権
益
を
自
分
の
商
売
に
利
用
で

き
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
、
互
い
を
し
た
た
か
に
利
用
し
な
が

ら
商
売
を
大
き
く
し
て
い
く
共
存
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の

取
扱
品
が
や
が
て
総
督
府
の
資
金
源
と
し
て
統
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
利

益
を
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
外
国
商
館
は
豪
華
な
空
屋
を
残
し
て
撤
退
し
て

行
っ
た
。
現
在
安
平
に
は
英
商
徳
記
洋
行
・
独
商
東
興
洋
行
の
二
棟
の
外
国
商

館
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
春
夫
来
南
の
当
時
は
「
大
西
門
外
」
の
側
に
も
こ

れ
に
似
た
荷
捌
場
の
遺
構
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
作
品
の
舞
台
を
「
北
勢
街

の
沈
家
」
に
設
定
し
て
み
る
と
、
ア
ジ
ア
の
海
域
を
広
く
股
に
か
け
た
沈
徳
墨

の
活
躍
と
共
に
、
開
港
地
と
し
て
の
「
大
西
門
外
」
の
風
貌
が
に
わ
か
に
立
体

感
を
増
し
て
く
る
）
19
（

。

　

だ
が
、
地
籍
図
に
基
づ
い
て
一
九
〇
七
年
の
実
測
図
か
ら
該
当
地
番
上
の
建

物
の
形
状
を
切
出
し
て
み
る
と
、
や
は
り
疑
問
が
沸
い
て
来
な
い
訳
で
は
な
い

（【
図
４
】）。
第
一
に
、〈
延
坪
一
五
〇
坪
〉
で
総
二
階
な
ら
ば
建
坪
七
五
坪
を

意
味
し
、
そ
れ
が
五
棟
の
内
の
一
棟
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
建
物
を
容
れ
る
の

に
少
な
く
と
も
三
〇
〇
坪
は
建
坪
が
必
要
に
な
る
。
だ
が
、
実
際
の
地
所
は
総

面
積
一
八
〇
坪
に
満
た
ず
、
周
囲
に
も
家
が
建
て
込
み
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
古
地
図
で
船
溜
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
。【
図
４
】
を
見
る
限
り
凹

形
の
建
物
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
第
三
に
、
敷
地
内
に
銃
楼
の
存
在
が
確
認
で

き
な
い
こ
と
。
そ
も
そ
も
町
中
に
あ
り
、
二
階
建
で
眺
望
の
利
く
建
物
に
銃
楼

が
必
要
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
第
四
に
、
春
夫
の
台
南
訪
問
当
時
、
こ

こ
は
無
住
の
「
廃
墟
」
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
外
務
省
外
交
史
料
館
保
管
の

「
外
国
旅
券
下
附
表
」（
台
南
庁
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
八
月
二
四
日
に
沈

清
根
が
商
業
視
察
の
た
め
汕
頭
・
厦
門
・
福
州
・
上
海
へ
の
旅
券
を
取
得
、
ま
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た
そ
の
兄
で
戸
主
の
沈
清
良
が
九
月
一
四
日
に
親
族
訪
問
の
た
め
ジ
ャ
ワ
へ

の
旅
券
を
取
得
し
て
い
る
。
申
請
時
の
両
者
の
現
住
所
は
「
永
楽
町
二
丁
目

一
三
六
番
地
」
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
見
る
と
、「
銃
楼
」
を
確
実
に
備
え
、
城
郭
の
よ
う
な
一
画
を

構
成
し
て
い
た
「
廠
仔
」
説
に
は
依
然
と
し
て
説
得
力
が
あ
る
。「
廠
仔
」

と
「
北
勢
街
の
沈
家
」
の
距
離
は
歩
い
て
一
〇
分
弱
、「
北
勢
街
の
沈
家
」

と
「
酔
仙
閣
」
も
歩
い
て
二
・
三
分
の
至
近
距
離
に
あ
り
、
春
夫
が
仏
頭
港

の
北
側
を
散
策
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
す
べ
て
は
ご
く
自
然
に
目
に
映
っ

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
建
物
の
周
囲
や
「
銃
楼
」
は
「
廠
仔
」
に

基
づ
き
、
場
所
や
主
屋
は
「
北
勢
街
の
沈
家
」
や
安
平
の
洋
館
を
参
考
に
し

た
と
い
う
の
が
、
現
段
階
で
は
最
も
妥
当
な
想
定
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、「
北
勢
街
の
沈
家
」
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
、
気
が
進
ま
ぬ

な
が
ら
述
べ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
土
地
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
こ
の

場
所
は
一
九
三
七
年
三
月
三
一
日
に
分
割
さ
れ
、
元
の
面
積
〇
・
〇
六
〇
四

甲
（
一
七
七
・
二
二
坪
）
が
〇
・
〇
二
一
九
甲
（
六
四
・
二
六
坪
）
に
ま
で

削
ら
れ
た
。
そ
し
て
分
離
さ
れ
た
土
地
は
、
同
年
五
月
一
四
日
に
黄
欣
か
ら

台
南
市
へ
と
所
有
権
移
転
さ
れ
、
道
路
用
地
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
一
九
三
九
年
に
旧
仏
頭
港
の
一
帯
を
あ
れ
ほ
ど
歩
き
廻
っ
た
新
垣

宏
一
は
、
こ
の
家
の
完
全
な
姿
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
水
仙

宮
前
か
ら
北
に
福
徳
廟
（
景
福
祠
）
へ
と
進
み
、
そ
こ
の
Ｔ
字
路
を
西
に
薬

王
廟
の
方
面
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
時
で
あ
る
。
古
色
豊
か
な
狭
巷
を
楽
し
ん

で
い
た
新
垣
の
目
の
前
に
急
に
十
字
路
が
現
れ
る
。〈
此
十
字
路
は
最
近
に

作
ら
れ
た
道
ら
し
く
、
真
新
し
く
と
り
く
づ
さ
れ
た
家
が
、
そ
の
削
り
取
ら

【図４】北勢街「沈家」中心図　地籍図上に 1907 年の建物図と 20 ～ 30 年代の開通道路を重ねたもの。
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れ
た
壁
面
を
見
せ
て
ゐ
る
〉（「
仏
頭
港
記
」）。
狭
巷
の
続
き
を
辿
ろ
う
と
十
字

路
を
渡
る
瞬
間
の
新
垣
に
、
ま
さ
に
そ
の
削
ら
れ
た
家
こ
そ
沈
家
の
邸
だ
っ
た
、

と
伝
え
た
ら
、
さ
ぞ
驚
き
落
胆
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
と
二
年
こ
の
家
が
長
く

完
全
な
形
を
地
上
に
保
っ
て
い
た
な
ら
、
新
垣
の
報
告
は
現
在
見
る
の
と
ま
た

違
っ
た
形
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
）
20
（

。

　

楊
熾
昌
が
太
田
三
郎
と
再
訪
し
た
と
い
う
家
が
こ
こ
だ
と
す
れ
ば
、
一
九
三

七
年
に
地
所
の
半
分
以
上
を
道
路
に
削
ら
れ
た
こ
の
家
は
、
戦
後
も
辛
う
じ
て

ま
だ
そ
の
一
部
を
保
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
二
〇
一
六
年
現
在
、
景

福
祠
の
華と
り
い表
か
ら
外
に
出
て
道
を
渡
り
、
こ
の
場
所
に
立
っ
た
人
の
目
に
映
る

の
は
、
道
幅
を
三
倍
近
く
に
拡
げ
た
「
海
安
路
」
の
ど
真
ん
中
に
あ
る
、
中
央

分
離
帯
を
兼
ね
た
殺
風
景
な
駐
車
場
で
あ
る
。
老
い
た
沈
徳
墨
が
必
死
に
守
ろ

う
と
し
た
北
勢
街
の
家
の
痕
跡
な
ど
も
は
や
ど
こ
に
探
す
手
が
か
り
も
な
い
。

す
べ
て
は
一
場
の
夢
に
似
て
、
歴
史
の
彼
方
に
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

附
記　

引
用
中
、
日
本
語
文
献
に
は
常
用
漢
字
を
使
用
し
ま
し
た
。
本
稿
は
Ｊ

Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費26770086

の
助
成
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
す
。

謝
辞　

今
回
の
現
地
調
査
で
快
く
取
材
を
お
引
受
け
く
だ
さ
っ
た
陳
信
子
さ
ん

の
ご
厚
意
と
親
切
な
お
心
遣
い
は
永
く
忘
れ
が
た
い
も
の
で
す
。
こ
の
出
会
い

は
天
理
大
学
・
下
村
作
次
郎
氏
、
国
立
台
湾
文
学
館
・
陳
慕
眞
氏
の
事
前
調
査

が
あ
っ
て
初
め
て
実
現
し
ま
し
た
。
ま
た
新
垣
宏
一
の
完
全
な
探
索
記
事
を
ご

提
供
く
だ
さ
っ
た
謝
惠
貞
氏
、
和
泉
司
氏
、
各
種
資
料
を
ご
提
供
く
だ
さ
っ
た

国
立
台
湾
図
書
館
、
中
央
研
究
院
、
台
南
市
地
政
事
務
所
、
国
立
国
会
図
書
館
、

土
地
契
約
文
書
の
解
読
に
つ
い
て
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
恩
田
重
直
氏
、
以
上
の

各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

前
嶋
信
次
撮
影
の
「
銃
楼
」
写
真
を
見
出
し
た
の
は
、
故
黄
天
横
先
生
に
ご

恵
送
い
た
だ
い
た
ご
著
書
に
よ
る
も
の
で
、
画
像
の
使
用
も
快
く
お
認
め
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
黄
先
生
は
二
〇
一
六
年
四
月
七
日
、
不
帰
の
客
と
な
ら
れ
、
再

会
の
機
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
ひ
た
す
ら
残
念
に
思
い
ま
す
。

　

感
謝
と
と
も
に
本
稿
を
黄
先
生
に
捧
げ
、
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

註
1 　

河
野
龍
也
「
佐
藤
春
夫
の
台
湾
滞
在
に
関
す
る
新
事
実
（
二
）
│
土
地
資
料
を
活

用
し
た
台
南
関
連
遺
跡
の
調
査
」（『
實
踐
國
文
學
』
二
〇
一
六
・
一
〇
）
に
詳
述
し

た
。
な
お
、「
北
勢
街
の
沈
家
」
に
関
し
て
は
、
こ
の
論
文
で
概
略
に
触
れ
た
も
の
を
、

資
料
に
基
づ
き
本
稿
で
詳
述
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

2 　

中
島
新
一
郎
「
地
番
入
台
南
市
地
図
」（
一
九
三
三
・
一
二
、
竹
中
商
行
・
橋
本
商

店
）。

　

3 　

河
野
龍
也
「
消
え
な
い
足
あ
と
を
求
め
て
│
台
南
酔
仙
閣
の
佐
藤
春
夫
」（『
實
踐

國
文
學
』
二
〇
一
一
・
一
〇
）、
同
「
佐
藤
春
夫
「
女
誡
扇
綺
譚
」
と
港
の
記
憶
│
再

説
・
禿
頭
港
と
酔
仙
閣
」（『
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
』
二
〇
一
三
・

三
）、
同
編
『
佐
藤
春
夫
読
本
』（
二
〇
一
五
・
一
〇
、
勉
誠
出
版
）
で
「
廠
仔
」
説

と
そ
の
現
地
調
査
を
報
告
し
た
。

　

4 　

臺
南
市
文
獻
委
員
會
編
纂
組
「
採
訪
記
」（『
臺
南
文
化
』
一
九
五
四
・
四
）。

　

5 　

河
野
龍
也
「
佐
藤
春
夫
「
女
誡
扇
綺
譚
」
と
港
の
記
憶
」（
註
3
）。

　

6 　

新
垣
宏
一
「
台
湾
文
学
艸
録
（
十
七
）
〜
（
二
〇
）
佐
藤
春
夫
の
こ
と
」『
台
湾
日

報
』
一
九
三
八
・
一
一
・
一
〜
一
六
、「
仏
頭
港
記
│
文
学
的
遺
跡
を
尋
ね
て
」（
六

回
）『
台
湾
日
報
』
一
九
三
九
・
六
・
一
三
〜
二
二
、「「
女
誡
扇
綺
譚
」
と
台
南
の
町

（
一
）
〜
（
六
）」『
台
湾
日
報
』
一
九
四
〇
・
四
・
某
〜
五
・
七
。
こ
れ
ら
の
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
に
「『
女
誡
扇
綺
譚
』
│
断
想
ひ
と
つ
ふ
た
つ
」（『
文
芸
台
湾
』
一
九
四
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〇
・
七
）
が
あ
る
。

　
７ 　

前
嶋
撮
影
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
プ
リ
ン
ト
が
、
黃
天
橫
・
吳
毓
琪
（
林
佩
蓉
・
柯
榮
三

編
）『
固
園
文
學
史
暨
石
暘
睢
庋
藏
史
料
圖
錄
選
』（
二
〇
一
四
・
一
一
、
國
立
臺
灣

文
學
館
）
に
「
新
港
墘
銃
楼
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
写
真
は
石
暘
睢
か
ら
台

南
歴
史
家
の
黄
天
横
に
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

8 　

相
良
吉
哉
編
『
台
南
州
祠
廟
名
鑑
』（
一
九
三
三
・
一
二
、
嘉
邑
城
隍
廟
附
設
慈
善

会
）。

　

9　
「
市
区
改
正
台
南
市
街
全
図
」（
一
九
〇
七
・
七
、
財
藤
勝
）。

　

10 　

楊
熾
昌
「「
女
誡
扇
綺
譚
」
與
禿
頭
港
│
赤
嵌
時
代
取
材
臺
南
的
故
事
」（『
台
南
文

化
』
一
九
八
五
・
六
）。
楊
が
こ
の
文
章
で
、
主
屋
に
銃
架
や
銃
眼
が
あ
る
よ
う
に
書

い
て
い
る
の
は
春
夫
の
原
作
と
異
な
る
。

　

11 　

新
垣
宏
一
は
「
台
湾
文
学
艸
録
」
で
、
当
時
か
ら
言
わ
れ
た
春
夫
の
『
台
南
新
報
』

記
者
説
を
、
小
説
と
事
実
を
混
同
し
た
〈
滑
稽
な
リ
ア
リ
ス
ト
〉
の
説
と
一
蹴
し
て

い
る
。
島
田
謹
二
（
松
風
子
）
は
「『
女
誡
扇
綺
譚
』
の
話
者
に
つ
い
て
」（『
文
芸
台

湾
』
一
九
四
〇
・
一
〇
）
で
同
様
の
立
場
を
示
し
な
が
ら
、
寄
稿
を
依
頼
さ
れ
た
事

実
は
あ
る
と
い
う
春
夫
自
身
の
直
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

12 　

太
田
三
郎
（
一
九
〇
九
〜
一
九
七
六
）「
佐
藤
春
夫
『
女
誡
扇
綺
譚
』
の
舞
台
」

（『
群
像
』
一
九
七
一
・
三
）
に
は
南
管
（
中
国
南
方
伝
統
音
楽
）
研
究
家
の
許
丙
丁

（
一
八
九
九
〜
一
九
七
七
）
の
案
内
で
神
農
路
（
旧
北
勢
街
・
現
神
農
街
）
を
歩
い
た

こ
と
が
出
て
く
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

13　

連
橫
（
雅
堂
）『
臺
灣
通
史
』
下
巻
（
一
九
二
一
・
四
、
臺
灣
通
史
社
）。

　

14 　
「
臺
南
市
内
ニ
於
テ
獨
商
ラ
ウ
ツ
、
ウ
ン
ド
、
ペ
ス
ロ
ツ
プ
商
會
カ
占
有
ス
ル
土
地

ニ
關
ス
ル
件
」『
臺
灣
總
督
府
公
文
類
纂
』
國
史
館
臺
灣
文
獻
館
藏
、
典
藏
號
：

00000628005

お
よ
び
「
臺
南
北
勢
街
家
屋
ラ
ウ
ス
、
ウ
ン
ド
、
ヘ
ー
ス
、
ロ
ー
プ

登
記
ニ
關
ス
ル
件
」『
臺
灣
總
督
府
公
文
類
纂
』
同
、
典
藏
號
：00004800001

。

　

15 　

臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
『
台
湾
糖
業
旧
慣
一
斑
』（
一
九
〇
九
・
一
一
、
臨
時
台
湾

旧
慣
調
査
会
）。

　

16 　
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）Ref. B07091119500

（
第
１
画
像

目
か
ら
）、
敵
国
人
及
第
三
国
人
財
産
／
独
欧
州
戦
争
関
係
敵
国
財
産
管
理
一
件 

管

理
財
産
解
除
、
個
人
ノ
部　

第
八
巻
（5.2.13

）（
外
務
省
外
交
史
料
館
）。

　

17　
『
台
南
庁
報
』
第
五
五
九
号
（
一
九
〇
九
・
九
・
一
）。

　

18 　

林
文
月
『
青
山
青
史
│
連
雅
堂
傳
』（
二
〇
一
〇
・
八
、
有
鹿
文
化
。
元
版
一
九
七

七
）。

　

19 　

連
横
は
一
八
九
九
年
、『
台
南
新
報
』
前
身
の
『
台
澎
日
報
』
記
者
就
任
以
来
、
一

九
一
九
年
ま
で
断
続
的
に
長
く
台
南
新
報
社
に
勤
め
て
お
り
、
楊
熾
昌
が
言
う
よ
う

に
春
夫
が
『
台
南
新
報
』
の
人
脈
と
接
点
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
連
の
岳
父
沈

徳
墨
や
そ
の
家
に
つ
い
て
社
員
か
ら
教
え
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

20 　

た
だ
し
、
新
垣
は
そ
の
後
こ
の
附
近
で
か
な
り
綿
密
な
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
文
章
に
は
『
臺
灣
通
史
』
も
登
場
す
る
。
そ
れ
で
も
沈
家
の
話
題
が
登
場

し
な
い
の
は
や
や
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
楊
熾
昌
が
訪
問
し
た
の
が
こ
の
家
だ
と
す

る
と
、
戦
後
も
一
部
残
存
し
た
建
物
に
、
戦
前
の
調
査
で
新
垣
が
注
目
し
な
か
っ
た

の
は
少
々
不
審
で
あ
る
。
地
所
の
狭
い
沈
家
の
邸
宅
が
「
廠
仔
」
ほ
ど
作
品
の
舞
台

に
似
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
得
る
。

追
記　

最
近
、『
帝
國
旅
人
佐
藤
春
夫
行
脚
臺
灣
』（
二
〇
一
六
・
一
一
、
紅
通
通
文
化
出

版
社
）
と
い
う
「
女
誡
扇
綺
譚
」
の
中
文
訳
と
地
元
在
住
者
の
文
学
案
内
を
収
録
し
た
本

が
台
湾
で
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
三
九
年
に
新
垣
も
見
た
近
代
建
築
の
「
呉
氏
別
墅
」（
の
ち

の
林
叔
桓
別
墅
「
礪
園
」）
を
「
沈
家
」
と
説
明
す
る
ほ
か
、「
酔
仙
閣
」
の
場
所
や
「
廠

仔
」
陳
家
に
つ
い
て
も
誤
解
が
多
い
。
裏
付
け
を
経
な
い
情
報
が
台
南
発
の
地
元
の
説
と

し
て
活
字
に
な
り
、
流
布
さ
れ
る
の
は
憂
慮
に
堪
え
な
い
。
日
本
統
治
時
代
の
都
市
や
生

活
の
記
憶
の
風
化
は
思
っ
た
以
上
に
深
刻
で
あ
る
。
当
時
の
記
録
の
ほ
と
ん
ど
が
日
本
語

資
料
で
あ
る
点
が
、
記
憶
の
回
復
に
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
研
究
者

の
交
流
が
こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
力
に
な
る
こ
と
を
願
う
。
ま
た
誤
解
が
生
ま
れ
る
原

因
に
は
常
に
敏
感
か
つ
謙
虚
で
あ
り
た
く
思
う
。

 

二
〇
一
七
、
一
、
一
三
、
台
北
に
て
、
河
野
龍
也
記　

（
こ
う
の
・
た
つ
や　

実
践
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
・
本
学
非
常
勤
講
師
）

 

（ 

さ
い
・
う
ぇ
い
か
ん　

平
成
二
十
四
年
度
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取

得
退
学
）


